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そよ風
社会福祉法人

コロナ収束につき、多目的ルームの入り口は
外通路ではなく、正面玄関からお入りいただけるようになりました。

ホームページは毎月更新しています。

←ホームページはこちら インスタグラムはこちら→

sengendaicareplaza浅間台地域ケアプラザ

インスタは随時アップしています。

令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険
証が一体化されたため、紙の保険証の交付は終了しま

体調のすぐれない場合は無理せず、講座やサークル等はお休みくださいますようお願い申し上げます

マイナンバーカード未所持の方には、
順次、資格確認書が郵送されています。
保険者から通知された、「資格情報のお知らせ」
ではありませんので、ご注意ください。

全ての保険証(国保・社保・後期高齢)が

令和8年３月末日まで使用できます！

電話：045-311-7200 地域交流（松井）

●日時：令和8年３月11日（水）13：00～15：00
●場所：浅間台地域ケアプラザ

多目的ルーム

●対象：地域の方どなたでも

●参加費：無料

●持ち物：飲み物、ご自分の編みたい物

●内容：おしゃべりを楽しみながら、各自好きな

ものを編んでいます。

多目的ルームの入口について

謹んで新春のお慶びを申し上げます

旧年中は、温かいご理解と多大なるご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。

本年も地域の皆様、関係機関の方々とともに「誰もが地域で安心して暮らせる

地域づくり」を目指し、 職員一同力を合わせ努めてまいります。

皆様にとってこの一年が幸多き年となりますよう心からお祈り申し上げます。

浅間台地域ケアプラザ 所長 竹本光子

※マイナンバーカードを医療保険証として登録している方
の所には、資格確認書は届きません。

令和7年12月2日以降、

全ての保険者が発行する

健康保険証の有効期限が到来し、

マイナ保険証か

資格確認書へと
切り替えることになります。

移行期における暫定措置として、期限の切れた
健康保険証も令和8年3月末日まで利用可能ですが、
その後どのような措置が採られるかは
まだ発表されていません(令和7年11月12日時点)

皆様、適切に医療保険サービスを受けられるよう、準備を行いましょう！

マイナ保険証
or 資格確認書

編み物クラブ

感染症予防のため、
玄関脇の手洗い場で手洗いと
うがいをお願いいたします。


